
福井県アウトドア協会　会費規程

第１条（目的）

本規程は、福井県アウトドア協会規約第７条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を

定める。

第２条（会費）

会員は、入会金及び年会費を納入しなければならない。

２ 入会金及び年会費は理事会の決議により決定する。

第３条（会費の種類）

入会金は、正会員が入会する際に下記金額を納入する。

３０，０００円

年会費は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。

（１）正会員 ３０，０００円／年

（２）賛助会員 １５０，０００円  ／口（１口以上）

（３）準会員 無料

２ 年会費の計算期間は１年とし、毎年１年分を先払いするものとする。

３ 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第４条（中途入会の会費）

事業年度の中途に入会した会員の当該年度の会費は、入会した月の翌月の月割りとす

る。

第５条（改廃）

本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附則 １ この規程は、令和４年３月２４日から実施する。
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